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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第13期

第２四半期連結
累計期間

第14期
第２四半期連結

累計期間
第13期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 9,325,242 11,990,790 19,069,101

経常利益 (千円) 2,391,880 2,930,456 3,509,785

親会社株主に帰属する四半期（当期）

純利益
(千円) 1,602,180 1,843,028 2,265,512

四半期包括利益または包括利益 (千円) 1,522,752 △2,017,329 2,325,467

純資産額 (千円) 8,185,521 10,828,481 13,157,666

総資産額 (千円) 12,498,959 40,503,465 41,689,802

１株当たり四半期（当期）純利益金

額
(円) 39.50 45.44 55.86

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
(円) 39.40 45.29 55.69

自己資本比率 (％) 64.5 17.5 20.5

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 1,800,676 3,382,288 2,244,486

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △494,174 △72,676 △18,401,902

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △298,768 △272,673 18,656,253

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
(千円) 3,650,573 8,107,690 5,147,343

 

回次
第13期

第２四半期連結
会計期間

第14期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 7.63 6.71

　（注）１. 売上高には、消費税等は含まれていません。

       ２. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ません。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容に重要な変更はありません。

　第１四半期連結会計期間においては、連結子会社であった知恩思資訊股份有限公司<台湾>を売却したため、同社及

び同社子会社である台灣健康宅配科技股份有限公司（iHealth社）<台湾>を連結の範囲から除外しています。

　当第２四半期連結会計期間においては、連結子会社であったeChannelling PLC<スリランカ>を売却したため、同社

を連結の範囲から除外しています。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

連結の範囲に関わる契約等

 

　当社全額出資子会社が87.6％出資する連結子会社、eChannelling PLC<スリランカ>の全持分を、スリランカにて

携帯電話を含む移動体通信事業を運営するMobitel (Private) Limited.に譲渡することを平成28年９月５日に決議

し、また、同日に契約締結も行いました。本譲渡により、eChannelling PLCは当社の連結子会社から当第２四半期

連結会計期間をもって除外しています。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、入手可能な情報に基づいて当社グループ

が判断したものです。

 

（１）経営成績の分析

① 当第２四半期連結累計期間の経営成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

平成28年３月期

第２四半期連結累計期間

（自 平成27年４月１日

　 至 平成27年９月30日）

平成29年３月期

第２四半期連結累計期間

（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年９月30日）

増減額
増減率

（％）

売上高 9,325,242 11,990,790 2,665,548 28.6

営業利益 1,899,428 2,311,299 411,870 21.7

経常利益 2,391,880 2,930,456 538,575 22.5

親会社株主に帰属する

四半期純利益
1,602,180 1,843,028 240,847 15.0

 

　当社グループは「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し社会に貢献し続ける」をグルー

プミッションに掲げ、事業領域を介護・医療・キャリア・ヘルスケア・シニアライフと定義し、情報がコアバ

リューとなるサービスを国内外において数多く展開しています。
 
　当社グループの事業領域である高齢社会に関連する市場は年々拡大し、今後もさらに拡大が見込まれています。
　日本においては、高齢者人口（65歳以上）が平成28年４月１日時点で約3,434万人、人口構成比27.0％に達し、

世界で最も高い水準となっています。また、それに伴い介護費、医療費も急増し、それぞれ10兆円、40兆円に達し

ています。（注1）

　アジア・オセアニア地域においては、人口増加や経済発展を背景に医療・ヘルスケア市場が急拡大しており、医

療費は112兆円（注2）と日本の２倍以上の規模となっています。
 
　このように高齢社会に関連する市場は年々拡大していますが、市場拡大とともに増加する多様な情報を収集・整

理・伝達する仕組みが不十分であるため、情報発信者は伝えたい情報を十分に伝えられず、情報受信者は得たい情

報を十分に得られないという弊害が発生しています。このため、適正な情報発信・受信に対するニーズはますます

高まり、当社グループにとって膨大な事業機会が生まれるものと認識しています。
 
　当社グループはそのような事業機会をいち早く捉え、様々な事業を展開しています。

　人手不足が続く介護・医療分野のキャリア関連事業（人材紹介、求人情報サービス）では、早くから介護・医療

に特化し市場を切り拓いてきました。今後も高齢者人口の拡大を背景に長期的且つ持続的成長を実現していきま

す。

　介護事業者向け経営支援サービス（カイポケ）では、保険請求サービスに加え、採用や営業支援、業務改善等の

様々なサービスをワンストップで提供し、介護事業者の経営を総合的に支援しています。介護事業者に対し経営改

善という新たな価値を提供することで、成長を加速させていきます。

　さらに、平成27年10月にアジア・オセアニア地域13カ国で医薬情報サービスを展開するMIMSグループを買収しま

した。1963年に創業し50年以上にわたる歴史をもつMIMSブランドは域内で圧倒的な知名度を誇り、医療従事者の会

員数は約200万人にのぼっています。とりわけ医師は多くの国で高い会員登録率を有しています。また、その強固

な会員基盤を活かし、域内の製薬企業との間で幅広い取引関係を構築しています。MIMSグループをアジア・オセア

ニア地域での事業展開のプラットフォームとすることで、海外戦略を強力に推進し、さらなる成長を実現していき

ます。

　当社グループは今後も拡大する市場から生まれる事業機会を捉え、国内外において新たなサービスを次々と数多

く生み出していきます。そして、それらを有機的に結びつけることでさらに事業を拡大し、社会に貢献し続けてい

きたいと考えています。
 
　当第２四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、以下のとおりです。

　売上高は、キャリア関連事業の拡大及び「カイポケ」の会員拠点数増加、平成27年10月に買収したMIMSグループ

が売上増加に寄与したこと等により、11,990,790千円（前年同期比28.6％増）となりました。

　営業利益は、2,311,299千円（前年同期比21.7％増）となりました。

　経常利益は、持分法投資利益が増加し、2,930,456千円（前年同期比22.5％増）となりました。

　親会社株主に帰属する四半期純利益は、1,843,028千円（前年同期比15.0％増）となりました。
（注）１．高齢者人口・構成費：総務省統計　介護費：平成26年度、厚労省資料（介護保険総費用）　医療費：平成26年度、厚労省統計

     ２．平成25年、WHO統計
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② 分野別の概況

　当社グループでは、介護・医療・キャリア・ヘルスケア・海外の５分野を事業部門として開示しています。ま

た、介護分野は事業者経営支援と新規事業の２つに、キャリア分野は介護・医療それぞれの人材紹介事業と人材メ

ディア事業の４つに細分化しています。

 
＜分野・事業別売上高＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

事業部門

平成28年３月期

第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

  至 平成27年９月30日）

平成29年３月期

第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

  至 平成28年９月30日）

増減額
増減率

（％）

介護分野 1,387,561 1,715,935 328,374 23.7

 

 

事業者経営支援 1,211,777 1,471,237 259,459 21.4

新規事業 175,783 244,698 68,915 39.2

医療分野 362,360 302,194 △60,165 △16.6

キャリア分野 6,992,011 7,675,627 683,615 9.8

 介護　人材紹介 823,036 1,048,367 225,331 27.4

 介護　人材メディア 828,061 1,036,553 208,492 25.2

 医療　人材紹介 4,913,529 5,179,794 266,265 5.4

 医療　人材メディア 427,384 410,910 △16,473 △3.9

ヘルスケア分野 50,185 77,673 27,488 54.8

海外分野 533,123 2,219,358 1,686,235 316.3

合計 9,325,242 11,990,790 2,665,548 28.6

 

＜介護分野＞

　事業者経営支援においては、介護事業者向け経営支援サービス「カイポケ」の業績が会員拠点数の増加等により

順調に推移しました。小規模事業者の会員獲得プロセスの整備を進めるとともに、中規模事業者やフランチャイズ

等複数拠点をもつ法人の開拓を実施し、会員数の拡大に注力しています。また、前連結会計年度に追加した訪問看

護、通所リハ、サービス付き高齢者住宅向けサービスに加え、新たに放課後等デイサービス向けを追加し、対応介

護サービスの拡大も図っています。

　新規事業においては、高齢者向け食事宅配検索サービス「らいふーど」の業績が順調に推移しました。

　以上の結果、介護分野の当第２四半期連結累計期間の売上高は、1,715,935千円（前年同期比23.7％増）となり

ました。

 

     ＜医療分野＞

　看護師向け通販においては、カタログからWebへの切り替えにより、売上高は前年同期を下回るも、利益水準は

改善しました。

　また、病院事務長向け経営情報や地域医療連携等の特定テーマでのサービス開発を推進しています。

　以上の結果、医療分野の当第２四半期連結累計期間の売上高は、302,194千円（前年同期比16.6％減）となりま

した。

 

＜キャリア分野＞

　人材紹介においては、看護師向け人材紹介サービス「ナース人材バンク」、ケアマネジャー向け人材紹介サービ

ス「ケア人材バンク」及び理学療法士/作業療法士/言語聴覚士向け人材紹介サービス「PT/OT人材バンク」の業績

が順調に推移しました。また、当連結会計年度より本格的に開始した介護職向け人材紹介サービス「カイゴジョブ

エージェント」の立上げも順調に推移し、スケール化が見え始めています。

　人材メディアにおいては、介護/福祉職向け求人情報サービス「カイゴジョブ」の業績が順調に推移しました。

　以上の結果、キャリア分野の当第２四半期連結累計期間の売上高は、7,675,627千円（前年同期比9.8％増）とな

りました。
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＜ヘルスケア分野＞

　ヘルスケア分野においては、認知症や生活習慣病予防等の特定テーマでのサービス開発を推進しています。

　また、エンドユーザ向け健康に関するQ&Aサイト「なるカラ」や認知症情報ポータル「認知症ねっと」等の業績

も順調に推移しました。

　以上の結果、ヘルスケア分野の当第２四半期連結累計期間の売上高は、77,673千円（前年同期比54.8％増）とな

りました。

 

＜海外分野＞

　海外分野においては、平成27年10月にアジア・オセアニア地域12カ国と香港で医薬情報サービスを展開するMIMS

グループを買収しており、売上の増加要因となっています。MIMSグループの既存事業ではPharma Marketing事業の

Web化に向けた取り組みを推進しています。また、MIMSグループの新規事業ではキャリア事業のテストマーケティ

ングを開始しています。

　以上の結果、海外分野の当第２四半期連結累計期間の売上高は、2,219,358千円（前年同期比316.3％増）となり

ました。

 

（参考）当社グループにおける業績の季節偏重について

　当社グループの業績は、第１四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に売上高が偏重する傾向

があります。

　人材紹介サービスにおいては、当社グループで紹介した求職者（看護師等）が求人事業者に入社した日

付を基準として売上高を計上しています。そのため、配置転換、入退社等、一般的に人事異動が起こりや

すい４月に売上高が偏重する傾向があります。

　求人情報サービスにおいては、広告の掲載や広告への応募があった日付を基準として売上高を計上して

います。求人事業者は一般的に人事異動が起こりやすい４月に先駆けて広告活動を積極化するため、売上

高が第４四半期連結会計期間に偏重する傾向があります。看護学生向け就職情報誌においては、就職情報

誌が発行される第４四半期連結会計期間に売上高が偏重する傾向があります。

　MIMSグループの業績においては、薬剤情報を掲載する冊子の発行回数が下期の方が多いこと、また、顧

客である製薬会社が年度末である12月に向かい広告宣伝費用の支出を強めていく傾向があること等から、

第４四半期連結会計期間を含む下期に売上高が偏重する傾向があります。
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（２）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、40,503,465千円（前連結会計年度末比1,186,337千円減）とな

りました。これは主に、業容の拡大により現金及び預金が増加した一方、為替換算に伴いのれん、顧客関係資産及

び商標権が減少したためです。

　負債は、29,674,984千円（前連結会計年度末比1,142,847千円増）となりました。これは主に、介護事業者向け

経営支援サービス「カイポケ」におけるファクタリングサービスの利用事業者が増えた結果、未払金が増加したた

めです。

　純資産は、10,828,481千円（前連結会計年度末比2,329,185千円減）となりました。これは主に、親会社株主に

帰属する四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が増加した一方、為替換算により為替換算調整勘定及び非

支配株主持分が減少したためです。

 

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、8,107,690千円（前連結会計年度末比2,960,346千

円増）となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、3,382,288千円の収入（前年同期は1,800,676千円の収入）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2,825,557千円となったことによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、72,676千円の支出（前年同期は494,174千円の支出）となりました。こ

れは主に、「カイポケ」等のシステム開発投資により無形固定資産の取得による支出が430,101千円となったこ

と、当第２四半期連結会計期間に実施したeChannelling PLCの売却等により関係会社株式の売却による収入が

391,892千円となったことによるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、272,673千円の支出（前年同期は298,768千円の支出）となりました。こ

れは主に、配当金の支払による支出が286,688千円となったことによるものです。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題についての重要な変更

または新たな発生はありません。

 

（５）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は3,852千円です。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

（６）従業員数

　　当第２四半期連結累計期間において、当社グループの従業員数は業容の拡大に伴い、前連結会計年度末より

　123名増加し、1,673名となっております。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 144,000,000

計 144,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）

（平成28年９月30日）

提出日現在発行数　　
（株）

（平成28年11月11日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 41,906,400
41,909,600

（注）

東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 41,906,400 41,909,600 － －

　（注）提出日現在の発行数には、平成28年11月１日から本四半期報告書提出日までに新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれていません。

（２）【新株予約権等の状況】

　当第２四半期会計期間に発行した新株予約権は、次のとおりです。

株式会社エス・エム・エス　第11回新株予約権

決議年月日 平成28年７月20日

新株予約権の数（個） 180

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１ 18,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２ 2,409

新株予約権の行使期間
自　平成31年７月20日

至　平成38年７月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　2,409

資本組入額　　1,205

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
（注）４

(注）１.　当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により株式の数を調整し、調整により生
じる１株未満の端数はこれを切り捨てる。

 
　　　　　　調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数× 分割（または併合）の比率
 
　　　　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併等」という。）を行

う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式
の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

 
　　 ２． 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数はこれを切り上げる。

　　　　　調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×

１

分割（または併合）の比率

　　　　　また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場
合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求。）に基づく自己株式の売
渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求で
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きる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除
く。）、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端
数は切り上げる。

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株あたり払込価額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　　　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式
に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替える。

　　　　　さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を
必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で
行使価額を調整することができる。

 
　　 ３． 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、任期満了
により退任した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合
はこの限りではない。

② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること

となるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
　　 ４． 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または

株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為
の効力発生日において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以
下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するもの
とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転契約において定めた場
合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
る。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記２.に定める払込金額を組
織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる再編後払込金額に上記４.③に従って決定される当該新
株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記表に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、上記表に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。

（a）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数
が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

（b）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（a）記
載の資本金等増加限度額から上記（a）に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。

⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記３．に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
下記に準じて決定する。

（a）新株予約権者が権利行使をする前に、上記３．に定める規定により新株予約権の行使ができなく
なった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

（b）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分
割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承
認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会
が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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株式会社エス・エム・エス　第12回新株予約権

決議年月日 平成28年７月20日

新株予約権の数（個） 2,060

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１ 206,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）　　（注）２ 2,380

新株予約権の行使期間
自　平成31年７月１日

至　平成36年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　2,380

資本組入額　　1,190

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
（注）４

(注）１.　当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次

の算式により調整し、調整により生じる１株未満の端数はこれを切り捨てる。
 
　　　　　　調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数× 分割（または併合）の比率
 
　　　　　また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他

これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切

に調整されるものとする。
 
　　 ２． 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
 

　　　　　調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×
１

分割（または併合）の比率

 
　　　　　また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または

自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式

交換による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円

未満の端数は切り上げる。

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株あたり払込価額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 
　　　　　なお上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通

株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場

合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　　　　　さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場

合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で

適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
 
　　 ３． 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、平成31年3月期におけるEBITDAの額が、下記（a）乃至（c）に掲げる各水準を超

過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合

（以下、「行使可能割合」という。）の個数を権利行使することができる。

（a）EBITDAの額が4,977百万円を超過していること 行使可能割合10％

（b）EBITDAの額が6,462百万円を超過していること 行使可能割合50％

（c）EBITDAの額が8,216百万円を超過していること 行使可能割合100％

なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された連結損

益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償
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却額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に

重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使

可能な新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の取締役または

当社従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任または懲戒解雇された

場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したと

きには、本新株予約権を行使できないものとする。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
 
　　 ４． 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または

株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為

の効力発生日において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者

に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する

ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定め

た場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記１.に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記２.に定める払込金額を組

織再編行為の条件等を勘案のうえ得られる調整して得られる再編後払込金額に上記４.③に従って

決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記表に定める残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

か遅い日から、上記表に定める残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

（a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

（b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（a）

記載の資本金等増加限度額から、上記（a）に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記３．に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

（a）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分

割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承

認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会

が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

（b）新株予約権者が権利行使をする前に、上記３.に定める規定により本新株予約権の行使ができな

くなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成28年７月１日～

平成28年９月30日
19,200  41,906,400 3,122 307,288 3,122 282,273

（注）発行済株式総数、資本金、資本準備金の増加は新株予約権の行使によるものです。また、平成28年10月１日

から平成28年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,200株、資本金が520千円

増加したため、提出日現在の発行済株式総数は41,909,600株、資本金残高は307,809千円となります。
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（６）【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名または名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合(％)

諸藤　周平 シンガポール 9,512,500 22.70

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 1,963,900 4.69

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU

UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT

TREATY ACCOUNT

（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON

E14 5NT, UK

（中央区日本橋３丁目11－１）

1,602,300 3.82

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,541,900 3.68

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

常任代理人　香港上海銀行東京支店

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA

02111

（中央区日本橋３丁目11-１）

1,454,635 3.47

STATE STREET LONDON CARE OF STATE

STREET BANK AND TRUST, BOSTON

SSBTC A/C UK LONDON BRANCH

CLIENTS - UNITED KINGDOM

（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA

USA 02111

（中央区日本橋３丁目11-１）

1,342,300 3.20

田口　茂樹 シンガポール 1,165,800 2.78

アズワン株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀２丁目１－27 1,236,700 2.95

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505001

（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS

02101 U.S.A.

（港区港南２丁目15-１）

947,500 2.26

株式会社ケア２１ 大阪府大阪市北区堂島２丁目２－２ 800,000 1.91

計 － 21,567,535 51.47

　（注）当社は、自己株式1,330,272株を保有しておりますが、議決権がないため上記の大株主より除外しております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,330,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 40,571,800 405,718 －

単元未満株式 普通株式 4,400 － －

発行済株式総数 41,906,400 － －

総株主の議決権 － 405,718 －

 

②【自己株式等】

平成28年９月30日現在
 

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社

エス・エム・エス

東京都港区芝公園

二丁目11番１号
1,330,200 － 1,330,200 3.17

計 － 1,330,200 － 1,330,200 3.17

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,291,707 8,166,769

売掛金 3,982,752 3,544,818

商品及び製品 95,830 82,465

仕掛品 31,185 19,607

貯蔵品 6,770 66,536

未収入金 1,891,531 2,309,886

前払費用 685,224 791,676

繰延税金資産 268,219 249,906

その他 140,001 26,293

貸倒引当金 △217,510 △145,852

流動資産合計 12,175,712 15,112,108

固定資産   

有形固定資産   

建物 383,400 370,257

減価償却累計額 △151,756 △168,937

建物（純額） 231,643 201,319

工具、器具及び備品 515,019 529,666

減価償却累計額 △366,414 △368,397

工具、器具及び備品（純額） 148,605 161,269

機械装置及び運搬具 110,080 40,992

減価償却累計額 △61,999 △17,530

機械装置及び運搬具（純額） 48,081 23,461

有形固定資産合計 428,330 386,051

無形固定資産   

のれん 12,874,322 10,191,203

ソフトウエア 1,335,532 1,386,843

商標権 10,046,813 8,572,403

顧客関係資産 3,046,910 2,489,135

その他 50 50

無形固定資産合計 27,303,627 22,639,635

投資その他の資産   

投資有価証券 1,025,966 1,498,799

繰延税金資産 211,138 287,368

敷金及び保証金 516,448 558,903

その他 28,578 20,598

投資その他の資産合計 1,782,132 2,365,670

固定資産合計 29,514,090 25,391,356

資産合計 41,689,802 40,503,465
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 451,116 328,860

短期借入金 19,002,638 7,000,000

1年内返済予定の長期借入金 － 1,201,200

未払金 3,443,188 4,011,893

未払費用 232,160 188,348

未払法人税等 947,942 1,206,984

未払消費税等 100,331 259,625

前受金 1,102,636 1,338,602

預り金 45,718 46,901

賞与引当金 373,715 272,534

返金引当金 129,785 158,080

その他 85,266 319,620

流動負債合計 25,914,499 16,332,652

固定負債   

長期借入金 － 10,810,800

退職給付に係る負債 111,938 111,449

繰延税金負債 2,442,393 2,402,419

その他 63,305 17,663

固定負債合計 2,617,637 13,342,331

負債合計 28,532,136 29,674,984

純資産の部   

株主資本   

資本金 304,166 307,288

利益剰余金 9,145,508 10,723,338

自己株式 △1,036,485 △1,036,485

株主資本合計 8,413,190 9,994,142

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,888 7

為替換算調整勘定 135,593 △2,899,159

その他の包括利益累計額合計 145,482 △2,899,151

新株予約権 80,108 95,449

非支配株主持分 4,518,884 3,638,040

純資産合計 13,157,666 10,828,481

負債純資産合計 41,689,802 40,503,465
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 ※１ 9,325,242 ※１ 11,990,790

売上原価 697,246 1,762,776

売上総利益 8,627,995 10,228,014

販売費及び一般管理費 ※２ 6,728,567 ※２ 7,916,715

営業利益 1,899,428 2,311,299

営業外収益   

持分法による投資利益 496,586 609,155

その他 21,732 54,410

営業外収益合計 518,319 663,566

営業外費用   

為替差損 19,292 －

支払利息 4,489 24,965

その他 2,086 19,443

営業外費用合計 25,867 44,409

経常利益 2,391,880 2,930,456

特別利益   

関係会社株式売却益 － 58,645

特別利益合計 － 58,645

特別損失   

固定資産除売却損 1,479 －

投資有価証券売却損 － 20,000

関係会社株式売却損 － 143,543

特別損失合計 1,479 163,543

税金等調整前四半期純利益 2,390,401 2,825,557

法人税等 788,550 988,604

四半期純利益 1,601,851 1,836,953

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △329 △6,074

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,602,180 1,843,028
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益 1,601,851 1,836,953

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,012 △9,742

為替換算調整勘定 △97,406 △3,822,382

持分法適用会社に対する持分相当額 19,320 △22,157

その他の包括利益合計 △79,098 △3,854,282

四半期包括利益 1,522,752 △2,017,329

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,529,473 △1,201,605

非支配株主に係る四半期包括利益 △6,721 △815,723
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,390,401 2,825,557

減価償却費 195,819 501,879

のれん償却額 178,870 334,050

投資有価証券売却損益（△は益） － 20,000

関係会社株式売却損益（△は益） － 84,898

固定資産除売却損益（△は益） 1,479 －

持分法による投資損益（△は益） 65,934 △427,093

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,647 △25,161

賞与引当金の増減額（△は減少） △78,169 △101,180

返金引当金の増減額（△は減少） 22,406 28,295

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,926 △488

売上債権の増減額（△は増加） 287,848 437,934

未払消費税等の増減額（△は減少） △185,283 159,293

未収入金の増減額（△は増加） △296,509 △418,355

前払費用の増減額（△は増加） 33,728 △105,386

前受金の増減額（△は減少） 32,410 235,965

未払金の増減額（△は減少） △85,735 556,917

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △36,542 △83,425

その他 △131,386 203,519

小計 2,381,552 4,227,218

利息及び配当金の受取額 4,089 6,673

利息の支払額 △4,692 △26,031

法人税等の支払額 △580,272 △825,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,800,676 3,382,288

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △78,882 －

定期預金の払戻による収入 － 85,285

有形固定資産の取得による支出 △44,766 △67,769

有形固定資産の売却による収入 911 －

無形固定資産の取得による支出 △329,873 △430,101

投資有価証券の取得による支出 － △33,187

関係会社株式の売却による収入 － 391,892

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△14,789 －

貸付けによる支出 △28,416 △20,000

その他 1,643 1,203

投資活動によるキャッシュ・フロー △494,174 △72,676

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △12,000,000

長期借入れによる収入 － 12,012,000

新株予約権の発行による収入 － 1,236

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 4,089

配当金の支払額 △281,068 △286,688

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
△4,692 △3,311

その他 △13,007 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △298,768 △272,673

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51,168 △76,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 956,565 2,960,346

現金及び現金同等物の期首残高 2,694,008 5,147,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,650,573 ※ 8,107,690
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　当第２四半期連結会計期間（自平成28年７月１日　至平成28年９月30日）

　　該当事項はありません。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　（１）連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間においては、連結子会社であった知恩思資訊股份有限公司<台湾>を売却したた

め、同社及び同社子会社である台灣健康宅配科技股份有限公司（iHealth社）<台湾>を連結の範囲から除外

しています。

　当第２四半期連結会計期間においては、連結子会社であったeChannelling PLC<スリランカ>を売却したた

め、同社を連結の範囲から除外しています。

 

　（２）持分法適用の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（税金費用の計算方法の変更）

　税金費用については、従来、年度決算と同様の方法により計算しておりましたが、一部の連結子会社を除き第

１四半期連結会計期間より、年度決算で見込まれる税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。この変更は、各四半期の利益に対応

した税金費用を計上するとともに、当社の四半期決算業務の一層の効率化を図り、四半期決算における迅速性に

対応するためです。

　なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

 　これによる損益に与える影響は、軽微です。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　税金費用については、一部の連結子会社を除き、第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前四半

期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗

じて計算しております。

 　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 

（追加情報）

　当社及び一部の連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しています。
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（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度（平成28年３月31日）及び当第２四半期連結会計期間（平成28年９月30日）

　該当事項はありません。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　売上高の季節変動

　当社グループの業績は、第１四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に売上高が偏重する傾向

があります。

　人材紹介サービスにおいては、当社グループで紹介した求職者（看護師等）が求人事業者に入社した日

付を基準として売上高を計上しています。そのため、配置転換、入退社等、一般的に人事異動が起こりや

すい４月に売上高が偏重する傾向があります。

　求人情報サービスにおいては、広告の掲載や広告への応募があった日付を基準として売上高を計上して

います。求人事業者は一般的に人事異動が起こりやすい４月に先駆けて広告活動を積極化するため、売上

高が第４四半期連結会計期間に偏重する傾向があります。看護学生向け就職情報誌においては、就職情報

誌が発行される第４四半期連結会計期間に売上高が偏重する傾向があります。

　MIMSグループの業績においては、薬剤情報を掲載する冊子の発行回数が下期の方が多いこと、また、顧

客である製薬会社が年度末である12月に向かい広告宣伝費用の支出を強めていく傾向があること等から、

第４四半期連結会計期間を含む下期に売上高が偏重する傾向があります。

 

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりです。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

給料手当 2,337,710千円 2,650,090千円

広告宣伝費 1,415,120 1,416,232

業務委託費 835,554 1,076,463

のれん償却額 178,870 334,050

減価償却費 195,819 501,879

法定福利費 343,570 322,087

地代家賃 245,752 445,624

賞与引当金繰入額 146,760 173,392

退職給付費用 11,284 10,422

貸倒引当金繰入額 4,753 759

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 3,744,071千円 8,166,769千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △93,497 △59,079

現金及び現金同等物 3,650,573 8,107,690
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９月30日）

１　配当に関する事項

(１）配当金支払額

（決議）
株式の
種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月24日

定時株主総会
普通株式 283,898 7  平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年９月30日）

１　配当に関する事項

(１）配当金支払額

（決議）
株式の
種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月24日

定時株主総会
普通株式 283,898 7  平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計　期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社及び連結子会社の事業は、高齢社会に適した情報インフラの構築を目的とする事業ならびにこれらに付帯

する業務の単一事業です。

　従って、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

　礎は、以下のとおりです。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 39円50銭 45円44銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千

円）
1,602,180 1,843,028

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
1,602,180 1,843,028

普通株式の期中平均株式数（株） 40,556,928 40,561,195

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 39円40銭 45円29銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千

円）
－ －

普通株式増加数（株） 109,662.39 128,522.08

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

                       －                        －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年11月11日

株式会社エス・エム・エス

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野　元　　寿　文　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 脇　本　　恵　一　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エス・
エム・エスの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日
から平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期
連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エス・エム・エス及び連結子会社の平成28年９月30日現在の
財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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